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諮問庁：法務大臣 

諮問日：令和２年５月２８日（令和２年（行情）諮問第２８２号） 

答申日：令和２年１１月１７日（令和２年度（行情）答申第３６１号） 

事件名：保護観察官の精神保健福祉士資格取得のための専門学校に特定学校

法人が選定された過程が分かる文書の一部開示決定に関する件（文

書の特定） 

 

 

答 申 書 
 

第１ 審査会の結論 

   別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

つき，別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）を特定し，

一部開示した決定については，本件対象文書を特定したことは，結論にお

いて妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和元年１２月１３日付け特定番号を

もって特定保護観察所長（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決

定（以下「原処分」という。）を取り消すとの裁決を求める。 

 ２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書によ

ると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    私（審査請求人を指す。以下同じ。）は何故，特定学校法人が選定さ

れたのか，その過程が分かる文書を求めたにもかかわらず，全く趣旨と

外れた文書が開示されており不当であるため。 

 （２）意見書 

    まず，開示請求書の別添１（添付は省略する。以下，第２の２におい

て同じ。）というのは，別件一部開示決定により既に私に対し交付され

た文書全部を指すものであり，私が親切心から分かりやすいようにとそ

の一部の写しを添付し，便宜上別添１としたにすぎないものであり，別

添１というものがそれ自体が独立した固有の資料ではないことは明らか

であり，その前提に立って特定保護観察所も今回一部開示決定を出して

いる。もし，別添１が法務省の理由説明書（下記第３を指す。）にある

ような独立した個別資料ならば，特定保護観察所は存否を明らかにせず

不開示決定を出す筈であるが，別添１が別件一部開示決定によって私に
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交付された文書全部を指すものであることは私と特定保護観察所の共通

認識である。それにもかかわらずこのような主張を法務省がすることは，

信義則に反するものであり，くだらないあげ足取りや言葉遊びによって

問題を回避しているにすぎないものである。 

    また，私は別件開示決定によって交付された文書をコピーしてつけた

ものであり，当然，加工などした覚えもなく，またそのメリットもない。

つまり，法務省が言う加工されたものとの主張には理由がない。 

特定保護観察所がマスキングすべき部分のマスキングを失念したと考

えるのが相当であるが，いずれにせよ，別添１が別件開示決定によって

私に交付された文書全てを指すことは明らかであることから，その前提

で考えられなければならないことは当然である。 

その上で，特定保護観察所職員が特定学校法人に通っていることに関

して，何故特定学校法人が選定されたのかを私は知りたいだけである。

特定学校法人よりも学費が安い専門学校は多々あり，どのような手続を

踏んで特定学校法人を選定したのかを国民に対し明らかにすべきである。 

例えば入札手続を取って選定したのか等，過程が分かる文書は必ずあ

る筈だ。 

それでも存在しないのであれば，文書不存在による不開示決定を出せ

ば良い。 

いかに不透明なプロセスで専門学校が選ばれて数十万円の税金が使わ

れているかを知ることができる。 

もし，法務省の理由説明が採用されたとしても私は改めて形式を直し

て同じ請求をするだけなので，結局のところ同じことである。そしてそ

れは時間と金の無駄であることから，審査会に対して私は，法務省のく

だらない言葉遊びのような逃げには付き合わず，まともな判断をしてい

ただくようお願いしたい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件経緯 

（１）審査請求人は，法４条１項の規定に基づき，令和元年１０月２７日付

け（同月２９日受領）行政文書開示請求書により，処分庁に対し，「別

添１のとおり，税金を使って，精神保健福祉士資格取得のための専門学

校に保護観察官を通わせているが，何故，特定学校法人が選定されたの

か，その過程が分かる文書全部」の開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）を行った。 

    なお，「別添１」として添付された文書は，別件一部開示決定により

既に審査請求人に対し開示した文書の一部であるが，当該開示の実施

（紙媒体の交付）時には不開示情報（「氏名」欄記載の特定個人の氏

名）を黒塗り処理していた部分が白地に加工された上，個人の氏名が印
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字されているものである。 

（２）処分庁は，令和元年１１月１１日，審査請求人に対し，本件開示請求

については該当する文書がなく，文書不存在を理由として不開示決定が

なされる見込みである旨情報提供し，本件開示請求を維持するかどうか

意思確認したところ，翌１２日，開示請求人から，「ないことはおかし

い。探せ。請求は維持する。」旨の回答を得た。 

（３）処分庁は，必要な開示期限の延長措置を講じた上で，改めて探索を行

い，後に行った開示決定の対象文書（以下「本件開示決定対象文書」と

いう。）を特定した。 

（４）処分庁は，令和元年１１月２６日，審査請求人に対し，本件開示決定

対象文書が全て別件開示決定により既に審査請求人に開示済みの文書で

ある旨情報提供し，本件開示請求を維持するかどうか意思確認したとこ

ろ，翌２７日，審査請求人から，既に開示済みの文書であっても本件開

示請求を維持する旨の回答を受けたため，同年１２月１３日付け特定番

号行政文書開示決定通知書により，本件開示決定対象文書に記載された

各研修受講者の氏名について法５条１号の不開示情報に該当するため不

開示とし，その余の部分について開示する決定（原処分）を行った。 

（５）本件は，原処分取消しの裁決を求める旨の審査請求がなされたもので

ある。 

 なお，審査請求人からの法１４条２項による申出はないまま，同条３

項による期間を経過している。 

２ 審査請求人の主張 

   審査請求人は，原処分において特定された本件開示決定対象文書が，本

件開示請求の趣旨と全く異なるものであるとして，原処分の取消しを求め

ているものである。 

３ 諮問の理由等について 

（１）本件開示請求に対する法８条の該当性 

 ア 本件開示請求は，開示請求書添付の別添１（以下「別添１」とい

う。）の記載を前提に，「なぜ，特定学校法人が選定されたのか，

その過程が分かる文書全部」の開示を求めるものである。 

    つまり，本件開示請求は，あたかも別添１の「氏名」欄記載の特定

個人の氏名が開示された情報であり，当該個人が別添１の「所属庁」

及び「官職」欄記載の立場にあり，特定学校法人に通っていたことな

どを前提としている。 

 イ しかし，別添１の「氏名」欄に記載された氏名については，法令の

規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定され

ているものではなく，法５条１号ただし書イに該当せず，また，同

号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められないから，開示され
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た情報に該当しない。 

    そうであるのに，当該氏名が開示された情報であることなどを前提

とする本件開示請求に対し，同請求に係る行政文書が存在しているか

否かを答えれば，当該個人が特定学校法人に通っていたことなどの事

実の有無（以下，第３において「本件存否情報」という。）を答える

ことと同様の結果を生じさせることとなる。 

  ウ したがって，本件存否情報について答えるだけで，法５条１号の不

開示情報を開示することとなるから，本件開示請求については，法８

条の規定により，対象文書の存否を明らかにしないで，拒否すべきも

のである。 

（２）本件審査請求について 

   上記（１）のとおり，本件開示請求に対しては不開示決定すべきであ

るから，仮に，本件開示決定対象文書の特定に誤りがあるとして，本件

審査請求を認容し，原処分を取り消したとしても，処分庁は，本件開示

請求に対し，上記の理由で新たに不開示決定を行うこととなるだけであ

る。 

   したがって，結局，本件開示請求に基づく行政文書の開示を求める本

件審査請求は，理由がなく，棄却することが相当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和２年５月２８日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年７月３０日    審査請求人から意見書を収受 

   ④ 同年１０月２３日   審議 

   ⑤ 同年１１月１３日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであるところ，処分

庁は，本件対象文書を特定した上で，その一部を法５条１号により不開示

とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，原処分を取り消すとの裁決を求めているが，

諮問庁は，本件開示請求については，法８条の規定により，対象文書の存

否を明らかにしないで，拒否すべきものであり，本件審査請求は，棄却す

ることが相当であるとしていることから，以下，本件請求文書の存否応答

拒否の妥当性について検討する。 

なお，審査請求人は意見書（上記第２の２（２））において，法務省が

いう加工されたものとの主張には理由がない，特定保護観察所がマスキン

グすべき部分のマスキングを失念したと考えるのが相当であるが，いずれ
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にせよ，別添１が別件開示決定によって私に交付された文書全てを指すこ

とは明らかであることから，その前提で考えられなければならないことは

当然である旨主張している。しかしながら，諮問庁から，別添１に係る行

政文書開示決定通知書及び開示実施文書（いずれも写し）の提示を受け，

当審査会において，別添１と併せて確認したところによれば，別添１の特

定個人の氏名は別件開示決定によって不開示とされており，開示実施文書

においても黒塗り処理されていることが認められることから，審査請求人

の主張は採用できない。 

 ２ 本件請求文書の存否応答拒否の妥当性について 

 （１）本件請求文書は，「別添１のとおり，税金を使って，精神保健福祉士

資格取得のための専門学校に保護観察官を通わせているが，何故，特定

学校法人が選定されたのか，その過程が分かる文書全部。」であるとこ

ろ，別添１の文書には，特定個人の氏名が印字されており，本件請求文

書の存否を答えることは，当該個人が保護観察官であって，特定学校法

人に通っていたことなどの事実の有無（以下「本件存否情報」とい

う。）が開示されるのと同様の結果を生じさせるものと認められる。 

 （２）本件存否情報は，個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものと認められることから，法５条１号本文前段に該当す

る。 

職員の氏名については，「各行政機関における公務員の氏名の取扱い

について（平成１７年８月３日情報公開に関する連絡会議申合せ）」

（以下「申合せ」という。）により，職務遂行に係る情報に含まれるも

のは，特段の支障が生ずるおそれがある場合を除き，法５条１号ただし

書イに該当するものとして，公にすることとされている。 

この点について，当審査会事務局職員をして，諮問庁に確認させたと

ころ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

保護観察所においては犯罪をした者に対する保護観察等を行っている

ところ，保護観察所で勤務する職員の氏名を公にすることにより，保護

観察対象者等やその関係人による当該職員個人へのひぼう，中傷又は攻

撃の対象となる危険性があり，個人の権利利益を害するおそれがある。 

これを検討するに，保護観察所の職員は，その職務の性質上，氏名が

保護観察対象者等に知られた場合，当該保護観察対象者等からひぼう，

中傷等の対象となる危険性があるとする上記諮問庁の説明に，不自然，

不合理な点はなく，これを覆すに足りる特段の事情もない。 

また，当審査会事務局職員をして特定年版の独立行政法人国立印刷局

編の職員録を確認したところ，当該職員の氏名はこれに掲載されていな

いことが認められる。 

そうすると，当該職員の氏名を公にすると，申合せが特段の支障の生
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ずるおそれがある場合として公にするものから除外している「氏名を公

にすることにより，個人の権利利益を害することとなるような場合」に

該当すると認められることから，法５条１号ただし書イに該当せず，同

号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

（３）以上によれば，本件請求文書の存否を答えるだけで，法５条１号の不

開示情報を開示することとなるため，法８条の規定により，本件請求文

書の存否を明らかにしないで，本件開示請求を拒否すべきものであった

と認められる。 

（４）処分庁は，本件請求文書に該当する文書として本件対象文書を特定し，

その一部を開示しているが，本来は，その存否を明らかにしないで開示

請求を拒否すべきであるので，さらに本件対象文書以外の文書の存否に

ついて答える必要はなく，原処分において本件対象文書を特定し，その

一部を不開示としたことは，結論において妥当であると認められる。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，一部開示した決定について，諮問庁が本件請求文書の存否を答えるだ

けで開示することとなる情報は法５条１号に該当するとして，その存否を

明らかにしないで開示請求を拒否すべきであったとしていることについて

は，当該情報は同号に該当すると認められるので，本件対象文書を特定し

たことは，結論において妥当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 小泉博嗣，委員 池田陽子，委員 木村琢麿 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

別添１（開示請求書添付のものを指す。添付は省略する。）のとおり，税

金を使って，精神保健福祉士資格取得のための専門学校に保護観察官を通わ

せているが，何故，特定学校法人が選定されたのか，その過程が分かる文書

全部。 

「請求の目的」：特定学校法人よりも遙かに安い費用で済む専門学校は多

数存在する。特定学校法人には特定個人Ａの親族が勤めていると特定個人Ｂ

から聞いたため，適切な選定がなされたのか確認するため。 

 

２ 本件対象文書 

  令和元年１０月２７日付けで行政文書開示請求書により請求のあった文書 


